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 国土交通省では、平成２０年５月１０日から平成２０年６月８日まで、「ボート、モータ

ー、選手、審判員及び検査員登録規則の一部を改正する省令」について、ホームページを

通じてご意見を募集致しました。 
その結果、皆様からお寄せいただいたご意見はありませんでした。 
今回の募集に当たり、ご協力いただきました方々へ厚くお礼申し上げるとともに、今後

とも国土交通行政の推進にご協力いただきますようお願い申し上げます。 


